
　

職
場
の
健
康
保
険(

社
会
保
険

な
ど)

に
加
入
し
て
い
る
人
や
長

寿(

後
期
高
齢
者)

医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人(

75
歳
以
上
の
人
、

65
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
を
持

つ
人)

、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
人
を
除
き
、
す
べ
て
の
人
が
国

保
に
加
入
し
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
世
帯
分
を
ま
と
め

て
世
帯
主
が
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い

な
く
て
も
家
族
の
中
に
国
保
加
入

者
が
い
れ
ば
、
世
帯
主
に
通
知
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
国

保
税
は
国
保
加
入
者
分
だ
け
計
算

さ
れ
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
医
療
費
に
充
て
る

｢

医
療
分｣

、
後
期
高
齢
者
支
援
金

に
充
て
る｢

後
期
高
齢
者
支
援
金

分｣

、
介
護
保
険
納
付
金
に
充
て

る｢

介
護
分｣

の
三
種
類
か
ら
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

　

納
め
る
と
き
は
、
こ
の
三
種
類

を
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
介
護
分
は
40
歳
か
ら
64
歳
の

人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

年
度
の
途
中
で
国
保
に
加
入
ま

た
は
離
脱
し
た
場
合
は
、
月
割
り

で
国
保
税
を
計
算
し
ま
す
。

　

高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
新
し
い
受
給
者
証

を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
新

し
い
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

平
成
22
年
７
月
31
日
と
な
り
ま
す

(

21
年
８
月
１
日
以
降
に
75
歳
に

な
る
人
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
対

象
者
と
な
り
ま
す
の
で
誕
生
日
の

前
日
ま
で)

。

　

入
院
し
た
と
き
の
医
療
費
の
自

己
負
担
限
度
額
を
示
す｢

限
度
額

適
用
認
定
証｣(

70
歳
未
満)

と
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
発
行
さ
れ
る

｢

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証｣(

75
歳
未
満)

の
有
効
期

限
は
毎
年
７
月
31
日
で
す
。

　

８
月
か
ら
世
帯
の
所
得
区
分
の

判
定
が
前
年
の
所
得
と
な
る
た
め
、

８
月
以
降
の
認
定
証
が
必
要
な
人

は
申
請
が
必
要
で
す(

８
月
以
降
に

入
院
す
る
人
は
そ
の
際
の
申
請
に

な
り
ま
す)

。

　

申
請
に
は
保
険
証
・
世
帯
主
の

印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
申
請

は
７
月
か
ら
で
き
ま
す
が
、
認
定

証
の
交
付
は
８
月
１
日
以
降
に
な

り
ま
す
。

入
院
な
ど
の
際
の｢

限
度
額
適
用

認
定
証｣｢

限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証｣

の
申
請

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
国
保
係

  

内
線 

３
１
３
２
・
３
１
３
３

加
入
す
る
人
は
？

加
入
す
る
人
は
？

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

納
税
義
務
者
は
世
帯
主

納
税
義
務
者
は
世
帯
主

国
保
税
の
内
訳
と

国
保
税
の
内
訳
と

　
　

税
額
の
決
め
方

　
　

税
額
の
決
め
方

70
歳
か
ら
74
歳
の
人
へ

　

失
業
な
ど
で
前
年
度
よ
り
所
得

が
減
少
し
た
場
合
、
国
保
税
が
減

免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
…
申
請
日
現
在
に
お
い
て

納
期
限
が
未
到
来
の
税
額

※
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
納
期
限
の
７
日
前
ま
で

に
市
民
税
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い(

さ
か
の
ぼ
っ
て
の
申
請
は
で

き
ま
せ
ん)

。

①
国
保
税

　

失
業
や
病
気
、
事
故
、
災
害
な

ど
に
よ
り
、
月
収
が
一
定
の
基
準

以
下
に
な
る
と
き
は
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

(

医
療
費)

の
減
免
な
ど
を
受
け
る

②
医
療
費(

一
部
負
担
金)

国
民
健
康
保
険(

国
保)

は
、
皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
な
ど
に
安
心
し
て
診
察
や
治
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。

国
保
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
国
民

健
康
保
険
税(

国
保
税)

と
国
・
県
・
市
の
負
担
金
で
賄
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

１
世
帯
の
１
年
間(

８
月
１
日

〜
７
月
31
日)

の
医
療
費
と
介
護

保
険
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
定

め
ら
れ
た
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

申
請
す
る
と
超
え
た
分
が
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課
ま
た

は
長
寿
社
会
課
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○国保税の内容についての問い合わせ
　市民税課諸税係  内線 3147・3148
○納付についての相談
　収納課収納係  内線 3332～3336

　離職後に、社会保険などの
任意継続を選択した人や、再
就職などで他の社会保険に加

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
減
免
を
受
け
る
に
は
国
保
年
金

課
へ
の
申
請
が
必
要
で
す(

さ
か

の
ぼ
っ
て
の
申
請
は
で
き
ま
せ

ん)

。
詳
し
く
は
、
同
課
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

減
免
の
制
度

減
免
の
制
度

高
額
医
療
・
高
額
介
護

高
額
医
療
・
高
額
介
護

　
　
　
　
　

合
算
制
度

　
　
　
　
　

合
算
制
度

入した人以外は、国保への加入の届け出
が必要です。
　届け出が遅れると、急な病気のときに
保険証がない｢無保険｣の状態になってし
まいます。また、国保税は社会保険を脱
退したときまでさかのぼって計算され、
その期間の国保税を一括で納めていただ
くことになります。

失業してしまった場合は
国保への届け出をお忘れなく
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市

委嘱状交付式であいさつする伊藤市長

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
へ
地
域
一
丸

　

市
防
犯
連
絡
委
員
、
少
年
補
導

員
委
嘱
状
交
付
式
は
２
日
、
日
本

現
代
詩
歌
文
学
館
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
防
犯
連
絡
委
員
と
し
て

３
２
２
人(

う
ち
新
任
72
人)

、
少

年
補
導
員
と
し
て
２
４
２
人(

同

１
４
２
人)

が
委
嘱
さ
れ
、
安

全
・
安
心
な
地
域
社
会
の
実
現
の

た
め
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

防
犯
連
絡
委
員
は
、
犯
罪
の
な

い
明
る
い
地
域
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
市
や
警
察
署
と
の
連
絡
、

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
、
犯
罪
多
発
地

域
や
危
険
個
所
の
点
検
な
ど
の
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
少
年
補
導

員
は
、
青
少
年
の
非
行
防
止
と
健

全
育
成
の
た
め
に
夕
方
か
ら
夜
間

に
か
け
て
の
街
頭
活
動
や
啓
発
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
共
に

任
期
は
２
年
で
す
。

　

市
議
会
６
月
定
例
会
は
17
日
、

閉
会
し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
案

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
雇
用
対
策
関
連
の

補
正
予
算
と
し
て
７
２
７
５
万
円

を
計
上
。
緊
急
雇
用
創
出
事
業
お

よ
び
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
基

金
事
業
と
し
て
新
規
29
人
分
の
雇

用
創
出
を
見
込
み
ま
す
。

　

随
時
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
北
上
で
求

人
が
行
わ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
工
業
振
興
課(　
　

３
３
４
２)

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
事
業
…
公
会
計
管
理
台
帳

デ
ー
タ
整
備(

９)

、
災
害
時
要
援

護
者
登
録(

１)

、
健
康
づ
く
り
プ

ラ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計(

１)

、
農

村
地
域
水
道
利
用
実
態
調
査(

２)

、

公
園
等
パ
ト
ロ
ー
ル(

２)

、
公
園

等
落
葉
等
清
掃(

６)

、
博
物
館
収

雇
用
創
出
事
業
へ

７
２
７
５
万
円

蔵
植
物
標
本
整
理

(

１)

、
Ｉ
Ｔ
を
活

用
し
た
地
域
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
の
構
築
と
運
用

(

５)

、
出
張
版

｢

か
け
っ
こ
体
育

館｣(

２)

※
カ
ッ
コ
内
は
新

規
求
人
数

市と公衆衛生組合連合会では、
生ごみ処理機の購入に対して
助成をしています。購入前に
クリーン推進課(内線3435)へ
申し込みください

　

昨
年
12
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
家

庭
ご
み
手
数
料
化
の
実
施
か
ら
半

年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
12
月
か
ら
21
年
５
月

分
ま
で
の
家
庭
ご
み
の
収
集
量
は
、

燃
え
る
ご
み
が
５
１
７
１
㌧
、
燃

え
な
い
ご
み
が
２
８
０
㌧
。
前
の

家
庭
ご
み
手
数
料
化

半
年
間
の
結
果

　

平
成
21
年
１
月
か
ら
新
規
に

創
出
し
た
雇
用
者
の
累
計
は
、

１
７
８
人
で
、
今
回
の
求
人
に
よ

り
、
目
標
と
し
て
い
た
１
８
４
人

を
達
成
す
る
見
込
み
で
す
。

年
と
比
較
す
る
と
、
燃
え
る
ご

み
が
19
・
１
㌫
、
燃
え
な
い
ご
み

が
48
・
２
㌫
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て

い
ま
す
。
一
方
、
資
源
ご
み
は

１
・
８
㌫
増
加
。
ト
ー
タ
ル
で
は
、

15
・
７
㌫(

１
４
４
１
㌧)

減
少
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
事
業
所
か
ら
出
さ
れ

る
ご
み
の
量
も
減
少
し
て
お
り
、

家
庭
と
事
業
所
を
合
わ
せ
た
市
全

体
の
ご
み
排
出
量
は
１
７
３
０
㌧

も
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

懸
念
さ
れ
て
い
た
不
法
投
棄
・

不
適
正
排
出
に
つ
い
て
は
、
２
人

の
専
任
指
導
員
や
４
人
の
臨
時
職

員
が
各
地
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
、
監

視
や
撤
去
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
例
年
ご
み

の
排
出
量
が
増
え
る
時
期
で
す
。

引
き
続
き
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ

イ
ク
ル
の
推
進
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

500

1,000

1,500

12 ５４３１ ２

( ㌧ )

( 月 )

1,232

957

0

75

150

12 ５４３１ ２

( ㌧ )

( 月 )

109

71

12 ５４３１ ２
200

350

500
( ㌧ )

( 月 )

387

425

■家庭ごみの収集量 19年12月～20年５月
(手数料化前)
20年12月～21年５月
(手数料化後)

●燃えるごみ

●燃えないごみ

●資源ごみ

■ごみ総量の比較(事業所などからのごみを含む)
12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 計

手数料化前 2,265 2,092 1,897 2,297 2,342 2,474 13,367
手数料化後 1,984 1,900 1,630 1,920 2,095 2,108 11,637

減少量 281 192 267 377 247 366 1,730
 

(㌧)

●
買
い
物
に
は
エ
コ
バ
ッ
ク

●
料
理
は
残
さ
ず
完
食

●
ご
み
は
分
別
リ
サ
イ
ク
ル

内
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